
市区町村

記載を無効とされた裁判官のほかすべての裁判官について罷免を可としないもの

審査に付される裁判官のすべての罷免を可としないもの

    総                    数                         

国審法第２２条第２項の規定の適用を受けたもの       

国審施行令第１０条第２項の規定の適用を受けたもの  

無    効

投    票

無    効

投 票 率

罷 免 を 可 と す る 投 票 の 数

有  効

投  票

投  票

総  数

投票の

内  訳

投票の

内  訳

有  効

票 ク

コ計 計 サ

％

開票結果 各裁判官の ア >= 審査表 ケ

開票結果 各裁判官の イ >  審査表 ク

開票結果 各裁判官の ウ <= 審査表 カ＋キ

開票結果 各裁判官の エ = 審査表 オ

開票結果 各裁判官の エ = 審査表 コ

開票結果 計の       ア = 審査表 サ

チ ェ ッ ク 項 目 チ ェ ッ ク 項 目

（ 突 合 表 ）

オ
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キ

速報第１２号様式　その２

安平町

国民審査 開票結果 審査表
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審査に付される裁判官 1人の罷免を可とするもの

審査に付される裁判官 2人の罷免を可とするもの

審査に付される裁判官 3人の罷免を可とするもの

審査に付される裁判官 4人の罷免を可とするもの

審査に付される裁判官 5人の罷免を可とするもの

審査に付される裁判官 6人の罷免を可とするもの

審査に付される裁判官すべての罷免を可とするもの
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